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公安委員会定例会議の開催概要

第１ 日時

令和７年１０月２９日午後１時００分～午後４時４５分までの間

第２ 全体会議

１ 審議事項

なし

２ 報告事項

(1) 犯罪被害者等支援活動の強化について

犯罪被害者等を支える気運の醸成を図るため、１１月１日から１２月１日ま

での１か月間が犯罪被害者等支援広報啓発強化期間と設定されたことから、支

援活動を強化する旨の報告があった。

(2) 秋のミナミ地区における少年非行防止等啓発活動の実施について

１１月１日、ミナミ地区において、少年の非行防止等の啓発活動を実施する

旨の報告があった。

【委員発言要旨】

創意工夫を凝らしながら精力的に取り組んでいただいており、引き続き、関

係機関と連携し、少年の健全育成に努めていただきたい。

第３ 個別会議

１ 決裁事項

(1) 運転免許取消対象事案について

運転免許取消対象事案について、審議の結果、６２件の行政処分を決定した。

(2) ｢警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律｣に規定される

解剖委託施設の運用について

１１月１日、近畿大学病院死因究明センターの移転に伴い、同センターに委

託していた調査法解剖について、引き続き、移転後の同センターを委託施設と

して運用する旨の上申があり、審議の結果、可として決裁した。

(3) 警察職員等の援助要求について

警察法第６０条第１項の規定に基づく、警察職員等の援助要求１件について

上申があり、可として決裁した。

(4) 不服申立てに対する裁決について

ア 運転免許証交付処分に対する審査請求事案

運転免許証交付処分の取消しを求めた審査請求事案について、審議の結果、

当該処分は道路交通法に基づき適正に行ったものであることから、棄却とした。

イ 個人情報部分開示決定処分に対する審査請求事案

個人情報部分開示決定処分の取消しを求めた審査請求事案２件について、

審議の結果、大阪府個人情報保護審議会からの答申を尊重し、それぞれ一部

の非開示部分を取り消し、その余の部分は棄却とした。

(5) 運転免許取消処分取消請求事件の判決の報告及び対応について

大阪地方裁判所に提訴されていた運転免許取消処分取消請求事件の判決に係

る報告及び同判決に対する対応について上申があり、審議の結果、控訴しない

こととした。

(6) 苦情・意見要望等の受理等について

ア 苦情１件について調査結果の報告があり、審議の結果、回答を決定した。

イ 苦情・意見要望等４５件の報告があり、審議の結果、２件については苦情
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受理として事実調査を指示し、４３件については意見要望等としてそれぞれ

処理方針を決定した。

(7) 大阪府公安委員会事務専決規程の一部改正について

運転免許事務に係る簡易型複写撮影装置の運用開始に伴い、「大阪府公安委

員会事務専決規程」の一部改正について上申があり、可として決裁した。

２ 報告事項

(1) 警察官の逮捕について

警察官の逮捕について報告があった。

(2) ９月中の懲戒処分状況等について

９月中の懲戒処分等の状況について報告があった。

(3) 飲酒に起因した非違事案の調査・分析結果について

飲酒に起因した非違事案の調査・分析結果について報告があった。

(4) 公用車の無車検運行について

公用車の無車検運行について報告があった。

(5) 令和７年９月中の警察宛て苦情の受理及び処理結果について

９月中の警察宛て苦情の受理及び処理結果について報告があった。

(6) 令和８年の大阪重点犯罪に規定する手口について

令和８年の大阪重点犯罪に規定する手口について報告があった。

(7) 街頭防犯カメラシステムの活用状況について

７月から９月までの街頭防犯カメラシステムの複製データ活用状況等につい

て報告があった。

(8) 刑事部主管に係る９月中の専決事務の処理状況について

刑事部主管に係る９月中の専決事務の処理状況について報告があった。

(9) 通報進達書の受理について

小型無人機等の飛行に係る通報進達書２件の受理について報告があった。

(10) 集団示威運動等に係る専決事務の処理状況について

１０月６日から１０月１９日までの間に受理した集団示威運動等の許可申請

に係る専決事務の処理状況について報告があった。

以 上


